
新潟県防災基本条例の概要（令和３年12月28日公布、令和４年４月１日施行）

本県防災の基本方針（理念）

あらゆる主体の力を集めて
効果的に災害に対応する

被災経験から得た教訓を基に、県民、地域、
企業、市町村、県が一体となって14回の検討を
経て策定

自助:県民

互助:地域 共助:事業者、

ボランティア等

公助:行政

１ 目的 【第１条】

２ 定義 【第２条】

３ 基本理念 【第３条】

４ 県の責務 【第４条】

５ 県民の役割 【第５条】

６ 事業者の役割 【第６条】

７ 自主防災組織等の役割 【第７条】

８ 市町村の役割 【第８条】

９ 県及び市町村の応援 【第９条】

10 防災に関する行動指針 【第10条】

11 教訓の発信 【第11条】

◯ 「事前防災」、「減災」、「事前
復興」が基本

◯ 人命の保護を最優先
◯ 自助、互助、共助、公助を担う

多様な主体が連携・協働、持てる力
を最大限に発揮

◯ 全ての被災者の生活再建を図る。
◯ 県民が生涯にわたって学び、とるべ

き行動に習熟し、次代の県民に伝承
する機会を確保

◯ 複合災害等（積雪・感染症含む）を
常に想定

＜｢自助｣意識の醸成と行動変容＞
⇒ 「ストーリー」立てした取組で防災力を高める

基本理念 県民の役割

災害を知る ハザードマップ等の確認

災害に備える マイ・タイムラインの作成
とるべき行動に習熟

災害に対応する 情報収集と安全確保行動

災害から再生する 地域社会の再生への協力

｢にいがた防災戦略｣の策定
（Ｈ21.3）

◎気象災害の激甚化・頻発化
→全国的に過去の経験や整備済の
防災施設の能力を超える被害の発生

◎少子・高齢化
→団塊世代の移行〔支援者→要支援者〕が
始まり、地域の担い手不足が今後、顕在化

→2040年以降、高齢者人口がピークを迎え、
ボリューム層の支え手が不足

◎大規模災害の記憶の風化
→備えやとるべき行動の忘失

○巨大地震や火山噴火等の発生のおそれも指摘
→行政の対応力を超える事態発生の懸念

背景の変化 → 課題の発生
<戦略策定から10年以上経過・東日本大震災>

｢防災・減災対策の新たなステージに
向けた検討会議｣の提言

（ソフト対策）
｢自らの命は自らが守る｣意識の醸成
に向けた行政支援の強化

・災害リスク情報の正しい理解
・地域の災害伝承による防災意識の
醸成

（ハード対策）
深刻な被害を回避する｢事前対応｣
の強化

災害から得られた教訓・知見等
<R1.6>

｢新潟県防災基本条例検討委員会｣の開催

・｢にいがた防災戦略｣の理念を条例化

・防災をストーリーとして捉えた取組

｢パブリックコメント｣の実施
｢新潟県防災会議｣の開催

条例制定に向けた検討
（R2.11～R3.11）

あらゆる主体が防災に取り組む基本理念
を共有し、防災意識の高揚を図る

｢新潟県防災基本条例｣
の制定（R3.12）

条例の構成と特徴

地域を取り巻く様々な環境の変化に伴い、地域の防災力が総体的に低下していると考えられることから、｢にいがた防災戦略｣と新た
な知見等を基に条例を制定することにより、県民等の防災に関する意識の高揚と行動変容を促進し、地域の防災力の向上を図るもの。

現在及び将来の世代の県民の生命、身体及び財産を災害から守るため、防災に関する基本理念を定め、
各主体の責務・役割を明らかにし、多様な主体が連携して、安全で安心な地域社会の実現に資する。目的

教訓を次代の県民に伝承、広く発信 ⇒将来の県民を守る
県外被災地への支援⇒県外の防災に貢献しつつ、自らの防災力も向上

教訓の発信
災害を自身の問題と捉え、防災の日常
化、防災文化の定着を図るため、理念
条例の実践を促す具体的取組を指針化

防災に関する行動指針

具体化・浸透

前 文

連携して促進

事業者
事業継続体制の整備等

自主防災組織
地域の安全を確保

県・市町村
防災対策を推進
「チームにいがた」
で相互に応援

(制定理由と経緯)
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